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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　日本酒３～３５質量％と豆腐１５～４７質量％とを含有する、日本酒入りアイスクリー
ム状冷凍菓子。
【請求項２】
　植物由来の原材料を用いたアイスクリーム状冷凍菓子であり、日本酒３～３５質量％と
、豆腐１５～４７質量％とを含有する、日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子。
【請求項３】
　イヌリンを含有する、請求項１又は２に記載の日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子。
【請求項４】
　ライスドリンクを含有する、請求項１～３のいずれか１項に記載の日本酒入りアイスク
リーム状冷凍菓子。
【請求項５】
　酒粕を含有する、請求項１～４のいずれか１項記載の日本酒入りアイスクリーム状冷凍
菓子。
【請求項６】
　（ａ）日本酒３～３５質量％と豆腐１５～４７質量％とを含むアイスクリーム状冷凍菓
子の原材料を混合する工程、
　（ｂ）得られた混合物を加熱・冷却してアイスクリーム状冷凍菓子を得る工程
を含む、日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子の製造方法。
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【請求項７】
　工程（ａ）を行う前に、日本酒をフランベする工程を含む、請求項６に記載の日本酒入
りアイスクリーム状冷凍菓子の製造方法。
【請求項８】
　工程（ａ）を行う前に、豆腐を日本酒に浸す工程を含む、請求項６又は７に記載の日本
酒入りアイスクリーム状冷凍菓子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、日本酒、焼酎、リキュール、ウイスキー、ブランデー、ワイン等の酒を添加
した冷凍菓子やゼリー等の菓子類が開発されている。
　例えば、特許文献１には、アルコール分を含むシャーベット状の氷菓が開示されている
。
　また、特許文献２には、砂糖、牛乳、卵、生クリーム、脱脂粉乳、ブドウ糖、安定剤を
混合し加熱殺菌したアイスクリームベースに１０％の酒粕を加え冷却して成る日本酒アイ
スが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１３０号公報
【特許文献２】特開平６－３４３３９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のアルコール含有シャーベット状冷凍菓子は、シャリ
シャリとした食感を有すものであり、アイスクリームのような口当たりやなめらかさ、保
形性等を有するものではない。
【０００５】
　また、特許文献２に記載の日本酒アイスは、牛乳、卵、生クリーム、脱脂粉乳等の動物
性蛋白質を含む。動物性の原材料が含まれると、それらに対してアレルギーを有する者は
、特許文献２に記載の日本酒アイスを食することができない。また、農耕民族である日本
人には、動物性の食物は消化の際の体への負担が大きい。
　しかし、動物由来の原材料を使用せず、植物性材料のみを用いて十分な保形性・賞味に
耐える口当たりの滑らかさを備えたアイスクリーム状冷凍菓子を製造することは困難であ
った。
【０００６】
　更に、アイスクリーム等を含む菓子類には、乳化剤や安定剤等の食品添加物が含まれる
ことが多い。前記冷凍菓子には食品添加物等が含まれ、添加物の体への危険性や影響に敏
感な者や女性が安心して食べられるものではない。
　しかしながら、日本酒を含むアイスクリームの原料を、乳化剤や乳化安定剤を用いず均
質に混合することは困難であった。
【０００７】
　本願発明者らは、前記課題を解決するために鋭意研究を行った結果、豆腐を原材料に用
いることにより、アイスクリーム状の日本酒入り冷凍菓子を製造できることを見出し、本
発明を完成するに至った。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　すなわち、本発明は、日本酒３～３７質量％と豆腐とを含有する、日本酒入りアイスク
リーム状冷凍菓子である。
　豆腐の含有量は１３～４７質量％にすることが好ましい。
　また、本発明のアイスクリーム状冷凍菓子には、イヌリン、ライスドリンク、酒粕等を
含有してもよい。
　また、本発明のアイスクリーム状冷凍菓子は、植物由来の原材料を用いて製造すること
ができ、食品添加物を用いずに製造することができる。
　本発明のアイスクリーム状冷凍菓子は、
（ａ）日本酒と豆腐とを含むアイスクリーム状冷凍菓子の原材料を混合する工程、
（ｂ）得られた混合物を加熱・冷却してアイスクリーム状冷凍菓子を得る工程
を含む製造方法で作ることができる。
　また、工程（ａ）を行う前に、日本酒をフランベする工程及び／又は豆腐を日本酒に浸
す工程を含めてもよい。
　なお、本明細書において、「冷凍菓子」には、アイスクリーム、アイスミルク、ラクト
アイス、氷菓等を含む。また、「アイスクリーム状」とは、アイスクリームらしいなめら
かさを持つ状態をいう。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、日本酒と豆腐とを含有するアイスクリーム状の日本酒入り冷凍菓子を
提供することができる。日本酒の含有量を多くしつつ、アイスクリーム状の外観・保形性
を有し、日本酒の風味を生かした冷凍菓子を提供することができる。また、アイスクリー
ムのようななめらかさ、こく、まろやかさを付与できる。
　豆腐を乳化剤や乳化安定剤の代わりに用いることにより、原料の混合を均一にすること
ができ、冷凍菓子の保形性、溶けにくさも向上させることができる。
　更に、本発明によれば、植物由来の原材料を用いた、化学合成添加物を含まない冷凍菓
子を提供することができる。従って、動物性原料を含まずに冷凍菓子を製造できるので、
乳アレルギー等により動物由来の食品を忌避する者でも食することができ、食品添加物を
忌避する者でも安心して食することができ、さらにカロリーも低くすることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための好適な実施形態について説明する。なお、以下に説明す
る実施形態は、本発明の代表的な実施形態の一例を示したものであり、これにより本発明
の範囲が狭く解釈されることはない。
【００１１】
１．原材料
（１）日本酒
　本明細書において、日本酒とは、米、米麹及び水を主原料として発酵させた醸造酒、そ
れをこして得られた清酒、合成清酒、清酒に清酒かすを加えたもの、それをこして得られ
たもの、これらの日本酒に醸造アルコールやブドウ糖、アミノ酸塩等の副原料を添加した
もの等が含まれる。また、原酒だけでなく、加水した酒、フランベした酒等、なんらかの
加工を施したものも含まれる。市販されている日本酒であれば特に限定されないが、例え
ば、純米吟醸酒が好ましい。
　また、日本酒のアルコール度数は特に限定されないが、例えば、１３度以上２２度以下
であり、好ましくは１５度から１６度である。
【００１２】
（２）豆腐
　豆腐は、豆乳に、にがり等の凝固剤を加えて固めた食品である。豆腐には、木綿豆腐、
ソフト豆腐、絹ごし豆腐、充填豆腐等があるが、本発明において特に限定されない。
　豆腐には、２０種類のアミノ酸が豊富に含まれている。また、ビタミンB群、ビタミンE
、ビタミンK、カルシウム、鉄、亜鉛、カリウム、食物繊維等も含まれている。
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　本発明の原材料としての豆腐の使用は、冷凍菓子の保形性、口当たりのなめらかさ、味
等に影響を与えると考えられる。
　豆腐は、冷凍菓子の保形性・口当たりの滑らかさの達成に実質的に作用する材料であり
、本発明において必須の原材料である。
【００１３】
（３）イヌリン
　イヌリンは、主に果糖の重合体であり、キク科の球根やリュウゼツラン科の根茎等に多
く含まれる。イヌリンは、水溶性食物繊維の一種であり、砂糖や他の炭水化物よりもカロ
リーが低く、カルシウム等のミネラルの吸収を促進する。脂肪代替素材として用いること
ができる。本発明では特に限定されないが、アガベイヌリンが好ましい。
【００１４】
（４）ライスドリンク
　ライスドリンクは、ライスミルクともいい、水に浸した米及び／又は炊いた米と水とを
ミキサーで粉砕することにより製造できる。ライスドリンクの原料となる米として、玄米
、発芽玄米、精白米等が挙げられるが、特に限定されない。ライスドリンクは市販されて
おり、容易に入手できる。牛乳等の動物性ミルクよりもカロリーや脂肪が少なく、ベジタ
リアンや、大豆、乳、小麦アレルギー等の人でも摂取でき、健康食品として注目されてい
る。
　ライスドリンクは、米を原料としており、日本酒との味のなじみがよいと考えられる。
【００１５】
（５）酒粕
　酒粕は、日本酒等のもろみを圧搾した後に残る固形物である。酒粕のもととなるもろみ
の種類、例えば日本酒の銘柄等は、特に限定されない。酒粕には、アミノ酸、各種ビタミ
ン、酵母、食物繊維等が含まれ、栄養素に富んでいる。酒粕は風味が豊かで香りも高く、
日本酒の風味をより際立たせると考えられる。
【００１６】
（６）糖分
　本発明の冷凍菓子の甘味は、砂糖、シロップ等の、一般に菓子等で用いられる甘味料で
付与することができる。一般的に、砂糖が好適であるが、本発明においては特に限定され
ない。
　本発明において、後述の実施例等では果糖（粉末状の砂糖）を用いたが、メープルシロ
ップ、アガベシロップ等を用いてもよい。特にアガベシロップは、砂糖よりもカロリーが
低く、イヌリン等の食物繊維を含み、血糖値の上昇を抑える働きがあるとして、注目され
ている。
【００１７】
（７）デンプン
　デンプンとして、例えば、トウモロコシ由来、コムギ由来、コメ由来、マメ類由来、ジ
ャガイモ由来、サツマイモ由来、キャッサバ由来等のものが挙げられる。本発明において
用いるデンプンは特に限定されないが、例えば、タピオカ粉を好適に用いることができる
。タピオカ粉は、キャッサバの根茎から作られたデンプンを粉状にしたものである。タン
パク質をほとんど含まない。食品の増粘剤としてよく用いられ、本発明において食感等を
調整することができる。
【００１８】
（８）食用油脂
　食用油脂として、綿実油、パーム油、ヤシ油、菜種油等が挙げられる。本発明で用いる
油の種類は特に限定されないが、例えば、菜種油が好ましい。本発明の原料として植物由
来の油脂を用いることにより、アレルギー等を有する人にも本発明の冷凍菓子を提供でき
る。
【００１９】
（９）塩
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　塩は、本発明の味等の調整に用いられる。塩の種類として、海塩、岩塩等が挙げられる
。本発明では、特に限定されないが、海塩が好ましい。
【００２０】
（１０）その他の原材料
　その他の原材料として、ペクチン、アルギン酸ナトリウム、アラビアガム等の安定剤、
グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、レシチン等の乳化剤、バニラ、チョ
コレート、ストロベリー、抹茶、コーヒー等のフレーバー、色素等の添加物を挙げること
ができる。本発明において特に限定されるものではないが、化学合成添加物を使用しない
ことが好ましい。
【００２１】
２．製造方法
　本発明のアイスクリーム状冷凍菓子は、（ａ）日本酒と豆腐とを含むアイスクリーム状
冷凍菓子の原材料を混合し、（ｂ）得られた混合物を加熱・冷却してアイスクリーム状冷
凍菓子を得る工程により、製造できる。
　原材料は、前記（１）日本酒と（２）豆腐を必須原材料とし、適宜、前記（３）～（１
０）を用いる。
　日本酒の量は、下限で３質量％以上、好ましくは１０質量％以上である。また、上限で
３７質量％以下、好ましくは３０質量％以下である。日本酒の量が多いと凍結しにくく、
得られた冷凍菓子が溶けやすくなるが、豆腐を加えることにより、それを補うことができ
る。
【００２２】
　日本酒は、他の原材料と混合する前にフランベしてもよい。フランベは、原材料となる
日本酒全量に行ってもよいし、一部だけ分取して行ってもよい。フランベにより、日本酒
の風味を更に増すことができる。
【００２３】
　豆腐の量は、下限で１３質量％以上、好ましくは２０質量％以上、より好ましくは２６
質量％以上である。また、上限で４７質量％以下、好ましくは３５質量％以下である。豆
腐の量が多ければ、保形性等が向上するが、豆腐の風味が強すぎた場合、日本酒の量、酒
粕の量等で調節することができる。
【００２４】
　豆腐は、他の原材料と混合する前に、水気を切って、日本酒に漬けておいてもよい。漬
ける日本酒は、原材料となる日本酒の一部を分取したものを用いてもよい。日本酒に漬け
ておくことにより、豆腐くささが緩和され、日本酒の風味や香りが効いた冷凍菓子を製造
することができる。
　日本酒に漬けた豆腐は裏ごししてから原材料と混合するとなめらかさが増す。
【００２５】
　日本酒と豆腐と、その他の原材料を直接混合してもよいが、日本酒と豆腐以外の原材料
をライスドリンクに予め混合しておくことが好ましい。次に、日本酒と裏ごしした豆腐を
加えることが好ましい。その後、原材料の混合物中の空気を抜くようにして、よく撹拌す
ることが好ましい。
【００２６】
　その他の原材料は、任意で添加することができる。添加量は、例えば、ライスドリンク
３０～５０質量％、菜種油５～１５質量％、糖分（アガベシロップ）３～１５質量％、塩
０．０１～０．５質量％、イヌリン０．１～５質量％、タピオカ粉０．１～５質量％、酒
粕０．１～１０質量％である。
【００２７】
　前記混合物をジェラートマシン、アイスクリームマシンに投入して加熱・冷却し、本発
明の日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子を得て、冷凍する。
【００２８】
３．日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子の成分
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　前記のようにして得られた本発明の日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子の成分の一例
を下記に示す。
　成分　１００ｍｌあたり
　　水分　　　　　６９．３ｇ
　　タンパク質　　　２．０ｇ
　　脂質　　　　　　９．５ｇ
　　灰分　　　　　　０．４ｇ
　　炭水化物　　　１６．１ｇ
　　エネルギー　１７７ｋｃａｌ
　　ナトリウム　　８６．２ｍｇ
　　アルコール分　　２．７ｇ　（２．７％）
【実施例】
【００２９】
　以下、実施例に基づいて本発明を更に詳細に説明する。なお、以下に説明する実施例は
、本発明の代表的な実施例の一例を示したものであり、これにより本発明の範囲が狭く解
釈されることはない。
【００３０】
１．日本酒と豆腐の量の検討
　市販の純米吟醸「北の一番蔵」（北の誉酒造株式会社）、豆腐「きぬごし」（さとみや
）、ライスドリンク「ビタリッツ」（有限会社サラダボウル）、菜種油「オーサワのなた
ねサラダ油」（オーサワジャパン株式会社）、砂糖「果糖」（三育ベジタス株式会社）、
塩「赤穂の天塩」（株式会社天塩）を、下記表１に示した分量で混合し、ジェラートマシ
ンブラボー社製「トリティコＴＲ－１８Ｍメカニック」（販売元：株式会社エヌワイビー
）に投入し、日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子を得た。
　得られた冷凍菓子について「溶けにくさ」、「舌触りのなめらかさ」、「日本酒の香り
」について評価した。評価は、パネラー１０名で５段階評価（５が良好、１が不良）して
もらい、それを点数化し、簡易的にしたものを表１に示した。簡易的な表記は、◎、○、
△、×で表した。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　表１に示すように、比較例３では豆腐を使用しておらず、シャーベット状で溶けやすい
冷凍菓子が得られた。
　「溶けにくさ」に関し、日本酒の量が実施例１の５質量％から実施例５の３５質量％の
ときに、特に良好な結果が得られた。
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　また、「舌触りのなめらかさ」に関し、豆腐の量が実施例１の４５質量％から実施例４
の２０質量％のときに、特に良好な結果が得られた。
　さらに、「日本酒の香り」に関し、日本酒の量が多くなるほど良好な結果が得られた。
　これらの評価を総合的に判断した結果、日本酒の量は３～３７質量％、豆腐の量は１３
～４７質量％にすると、好ましい日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子が得られると考え
られた。
【００３３】
２．原材料及び製造工程の検討
　前記日本酒、豆腐、ライスドリンク、菜種油、果糖、塩と、イヌリン「有機アガベイヌ
リン（粉末）」（株式会社イデアプロモーション）、タピオカ粉「タピオカでんぷん」（
株式会社クオカプランニング）、酒粕「酒粕」（若清水酒造株式会社）下記表２に示した
分量で混合し、ジェラートマシン　ブラボー社製「トリティコＴＲ－１８Ｍメカニック」
（販売元：株式会社エヌワイビー）に投入し、日本酒入りアイスクリーム状冷凍菓子を得
た。
　製造例３では、ライスドリンクの代わりに豆乳を用いた。
　製造例４では、日本酒４５０ｇのうち１００ｇを分取して豆腐を浸し、その後、他の原
材料と混合した。
　製造例５では、原材料として酒粕を１０ｇ加えた。
　製造例６では、日本酒４５０ｇのうち１００ｇを分取して豆腐を浸し、その後、他の原
材料（酒粕を１０ｇ含む）と混合した。
　得られた冷凍菓子について「舌触りのなめらかさ」、「豆腐っぽさ」、「日本酒の香り
（口に入れたときの広がり）」について評価した。評価は、パネラー１０名で５段階評価
（５が良好、１が不良、「豆腐っぽさ」のみ１が良好、５が不良）してもらい、それを点
数化し、簡易的に表したものを表２に示した。簡易的な表記は、◎、○、△、×で表した
。
　なお、製造例１は、前記表１の実施例３と同じものである。
【００３４】
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【表２】

【００３５】
　製造例２～６において、原材料にイヌリン及びタピオカ粉を加えたところ、舌触りのな
めらかさについて、製造例１と比較して同等又はそれ以上であるとの評価が得られた。
【００３６】
　製造例３において、ライスドリンクを豆乳で置き換えたところ、豆腐っぽさについて、
パネラー１０名中９名が、製造例２と製造例３とを比べて同等か、製造例３の方がより強
く感じたと評価した（データは示さず）。さらに、日本酒の香りについても、ライスドリ
ンクを用いた場合の方が豆乳を用いた場合に比べ、良好な結果が得られた。
【００３７】
　製造例４において、豆腐を日本酒に浸す工程を加えたところ、日本酒の香りについて、
製造例２よりも強く、良好であるとの評価が得られた。このことより、豆腐を日本酒に浸
す工程を加えると、日本酒の香りがよい冷凍菓子が得られることがわかった。
【００３８】
　製造例５において、原材料に酒粕を加えたところ、日本酒の香りについて良好な結果が
得られた。
【００３９】
　製造例６において、豆腐を日本酒に浸す工程を加え、かつ原材料に酒粕を加えたところ
、日本酒の香りについて良好な結果が得られた。
【００４０】
３．まとめ
　以上の結果から、日本酒の含有量は３～３７質量％、豆腐の含有量は１３～４７質量％
が好ましく、イヌリン、ライスドリンク、酒粕等を原材料に用いることによって、日本酒
の風味が豊かなアイスクリーム状冷凍菓子を得られることが示唆された。
　また、製造方法において、予め豆腐を日本酒に浸す工程を加えると、より日本酒の風味
が豊かなアイスクリーム状冷凍菓子を製造できることが示唆された。
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